
（平成２６年２月１３日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認九州地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 5 件

厚生年金関係 5 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

厚生年金関係 8 件



九州（大分）厚生年金 事案 5024 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、

平成 15 年８月 12 日は９万円、同年 12 月 25 日は 14 万 5,000 円、16 年８月

12日は８万 5,000円、同年 12月 24日は 14万 2,000円、17年８月 12日は８

万 3,000 円、同年 12 月 22 日は 14 万 3,000 円、18 年８月 11 日は８万 1,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年８月 12日 

② 平成 15年 12月 25日 

③ 平成 16年８月 12日 

④ 平成 16年 12月 24日 

⑤ 平成 17年８月 12日 

⑥ 平成 17年 12月 22日 

⑦ 平成 18年８月 11日 

私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険

料を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が

確認できない。 

全ての申立期間の標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

  



これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間に係る申立人名義の金融機関の取引明細表及び当該期間におけ

る厚生年金保険の被保険者記録がＡ社に係るオンライン記録により確認で

きる複数の同僚が所持している賞与支給明細書から判断すると、同社から

申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給され、厚生年金保険料を事業主

により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、前述の取引明細表及び複

数の同僚の賞与支給明細書から推認できる賞与支給額及び保険料控除額か

ら、平成 15 年８月 12 日は９万円、同年 12 月 25 日は 14 万 5,000 円、16

年８月 12 日は８万 5,000 円、同年 12 月 24 日は 14 万 2,000 円、17 年８月

12日は８万 3,000円、同年 12月 22日は 14万 3,000円、18年８月 11日は

８万 1,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、申立人に係る当該期間の賞与に

ついて、賞与の支給、厚生年金保険料の控除及び健康保険厚生年金保険被

保険者賞与支払届に関する資料を廃棄したため不明と回答しており、この

ほかにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 

 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5025 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、

平成 17 年７月 15 日は 13 万 7,000 円、同年 12 月９日は 14 万円、18 年７月

14 日は 14 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 14 万 2,000 円とすることが必要で

ある。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 15日 

            ② 平成 17年 12月９日 

            ③ 平成 18年７月 14日 

            ④ 平成 18年 12月 15日 

   私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険

料を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が

確認できない。 

   全ての申立期間について、標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間については、当該期間に係る申立人名義の金融機関の「お取引

明細」により確認できる賞与の振込日及び振込額並びに当該期間における

  



厚生年金保険の被保険者記録がＡ社に係るオンライン記録により確認でき

る複数の同僚が所持している賞与に係る給与支給明細書から判断すると、

同社から申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給され、厚生年金保険料

を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間に係る標準賞与額については、前述の「お取引明細」及

び複数の同僚の給与支給明細書から推認できる賞与支給額及び保険料控除

額から、平成 17年７月 15日は 13万 7,000 円、同年 12月９日は 14万円、

18 年７月 14 日は 14 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 14 万 2,000 円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、申立人に係る当時の関係資料を

保管しておらず不明である旨回答しており、このほかにこれを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当らないことから、明らかでないと判断せざる

を得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当らないことから、行ったとは認められない。 

   

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5026 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 18 年７月 14 日、同年 12 月 15 日、19 年

８月 10 日、同年 12 月７日、20 年８月 18 日に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準

賞与額に係る記録を、18年７月 14日は 13 万 5,000円、同年 12 月 15日は 13

万 2,000 円、19 年８月 10 日は 13 万 5,000 円、同年 12 月７日は 13 万 8,000

円、20年８月 18日は 11万円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 15日 

            ② 平成 17年 12月９日 

            ③ 平成 18年７月 14日 

            ④ 平成 18年 12月 15日 

            ⑤ 平成 19年８月 10日 

            ⑥ 平成 19年 12月７日 

            ⑦ 平成 20年８月 18日 

   私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険

料を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が

確認できない。 

   全ての申立期間について、標準賞与額の記録を認めてほしい。    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

  



これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦については、申立人が提出したＡ社から

支給された賞与に係る給与支給明細書及び当該期間に係る申立人名義の金

融機関の「預金取引明細照会（流動性）」により確認できる賞与の振込日

から判断すると、同社から申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給され、

厚生年金保険料を事業主により当該賞与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦に係る標準賞与額については、前

述の支給明細書により確認できる賞与支給額及び保険料控除額から、平成

18 年７月 14 日は 13 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 13 万 2,000 円、19 年

８月 10日は 13万 5,000円、同年 12月７日は 13万 8,000円、20 年８月 18

日は 11万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③、④、⑤、⑥及び⑦の厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立人に

係る当時の関係資料を保管しておらず不明である旨回答しており、このほ

かにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見当らないことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当らないことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間①及び②については、前述の支給明細書により、Ａ社から申立

人に対し、当該期間に係る賞与が支給されたことは確認できるものの、当

該賞与からは厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の主張する申立期間①及び②に係る標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたことを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間①及び②について、その主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めること

はできない。 

   

 

 

  



  

九州（福岡）厚生年金 事案 5027 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 17 年 12 月９日、18 年７月 14 日、同年

12 月 15 日に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、当該期間の標準賞与額に係る記録を、17 年 12 月

９日は 13 万 3,000 円、18 年７月 14 日は 12 万 9,000 円、同年 12 月 15 日は

12 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

   

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17 年７月 15 日 

             ② 平成 17 年 12 月９日 

             ③ 平成 18 年７月 14 日 

             ④ 平成 18 年 12 月 15 日 

    私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険

料を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が

確認できない。 

全ての申立期間について、標準賞与額の記録を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間②、③及び④については、当該期間に係る申立人名義の金融機

関の「預金取引明細照会（流動性）」により確認できる賞与の振込日及び

振込額並びに厚生年金保険の被保険者記録がＡ社に係るオンライン記録に

より確認できる複数の同僚が所持している賞与に係る給与支給明細書から



  

判断すると、同社から申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給され、厚

生年金保険料を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間②、③及び④に係る標準賞与額については、前述の「預

金取引明細照会（流動性）」及び支給明細書から推認できる賞与支給額及

び保険料控除額から、平成 17 年 12 月９日は 13 万 3,000 円、18 年７月 14

日は 12 万 9,000 円、同年 12 月 15 日は 12 万 6,000 円とすることが妥当で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②、③及び④の厚生年金保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立人に係る当時

の関係資料を保管しておらず不明である旨回答しており、このほかにこれ

を確認できる関連資料及び周辺事情は見当らないことから、明らかでない

と判断せざるを得ない。 

 また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）

に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が見当らないことから、行ったとは認められない。 

 

 

３ 申立期間①については、前述の「預金取引明細照会(流動性)」によりＡ

社から申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給されていたことは確認で

きる。 

しかしながら、前述の「預金取引明細照会（流動性）」で確認できる申

立期間①の入金額は、万円単位の端数の無い額となっているところ、賞与

支給額から厚生年金保険料、所得税等を控除した場合に、万円単位の端数

の無い振込額になることは通常考え難い。 

また、前述の複数の同僚のうち、申立期間①において賞与が支給されて

いる者が所持している賞与に係る給与支給明細書によると、支給額が万円

単位の端数が無い額となっているものについては、当該賞与からは厚生年

金保険料を控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立期間①について、申立人が主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたことを確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできな

い。



九州（福岡）厚生年金 事案 5028 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 17 年７月 15 日、同年 12 月９日、18 年７

月 14 日、同年 12 月 15 日、19 年８月 10 日に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準賞与

額に係る記録を、17 年７月 15 日は 12 万 7,000 円、同年 12 月９日は 13 万円、

18年７月 14日は 13万 5,000円、同年 12月 15日は 13万 2,000円、19年８月

10日は 13万 5,000円とすることが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

    

    

    

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 17年７月 15日 

           ② 平成 17年 12月９日 

           ③ 平成 18年７月 14日 

           ④ 平成 18年 12月 15日 

           ⑤ 平成 19年８月 10日 

           ⑥ 平成 19年 12月７日 

           ⑦ 平成 20年８月 18日 

  私は、Ａ社に勤務し、申立期間に係る賞与の支給を受け、厚生年金保険料

を控除されていたにもかかわらず、当該期間に係る標準賞与額の記録が確

認できない。 

  全ての申立期間について、標準賞与額の記録を認めてほしい。    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、

  



これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

 

２ 申立期間①、②、③、④及び⑤については、申立人が提出したＡ社から支

給された賞与に係る給与支給明細書及び当該期間に係る申立人名義の金融

機関の「お取引明細」により確認できる賞与の振込日から判断すると、同

社から申立人に対し、当該期間に係る賞与が支給され、厚生年金保険料を

事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①、②、③、④及び⑤に係る標準賞与額については、前

述の支給明細書により確認できる賞与支給額及び保険料控除額から、平成

17 年７月 15 日は 12 万 7,000 円、同年 12 月９日は 13 万円、18 年７月 14

日は 13 万 5,000 円、同年 12 月 15 日は 13 万 2,000 円、19 年８月 10 日は

13万 5,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①、②、③、④及び⑤の厚生年金

保険料を納付する義務を履行したか否かについては、事業主は、申立人に

係る当時の関係資料を保管しておらず不明である旨回答しており、このほ

かにこれを確認できる関連資料及び周辺事情は見当らないことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が、申立てどおりの標準賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情

が見当らないことから、行ったとは認められない。 

 

３ 申立期間⑥及び⑦については、前述の支給明細書により、Ａ社から申立人

に対し、当該期間に係る賞与が支給されたことは確認できるものの、当該

賞与からは厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

このほか、申立人の主張する申立期間⑥及び⑦に係る標準賞与額に基づ

く厚生年金保険料が事業主により賞与から控除されていたことを確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、申立期間⑥及び⑦について、その主張する標準賞与額に基づく

厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことを認めること

はできない。 

 

 

  



九州（鹿児島）厚生年金 事案 5029 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 43年３月 31日から同年４月１日まで 

私は、昭和 43 年３月 31 日までＡ社に勤務していたにもかかわらず、厚

生年金保険被保険者資格の喪失日が同日となっている。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 43年３月 31日までＡ社に勤務したと申し立てている。  

しかしながら、Ａ社が保管している申立人に係る失業保険被保険者資格喪

失確認通知書によると、申立人の離職日は昭和 43 年３月 30 日と記載されて

いることから、雇用保険の資格喪失日は申立人の同社に係る健康保険厚生年

金保険被保険者名簿及びオンライン記録における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日と一致していることが確認できる。 

また、Ａ社は、申立期間当時の賃金台帳等の資料は保管していないと回答

しており、申立人の申立期間に係る勤務実態、厚生年金保険料の給与からの

控除について確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

さらに、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人の

資格喪失日の前後１年間（昭和 42年４月１日から 44年３月 31日まで）にお

いて、厚生年金保険被保険者資格を喪失した同僚 12 人について、雇用保険の

被保険者資格の喪失日を調査した結果、記録が判明した４人全員の同資格喪

失日が厚生年金保険被保険者資格の喪失日と一致しており、当該 12 人のうち、

回答のあった３人は、自身の厚生年金保険の資格記録に間違いは無い旨供述

している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申立

  



期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5030 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 26年１月頃から 28年１月頃まで 

② 昭和 28年 10月１日から 29年５月１日まで 

③ 昭和 29年７月から同年 12月まで 

④ 昭和 30年１月から 31年３月まで 

⑤ 昭和 31年４月から同年５月まで 

⑥ 昭和 31年８月から 35年２月まで 

私は、申立期間①については、次のとおり、Ａ社（現在は、Ｂ社）の事

業所等において行われていた事業について、各業務に従事した。 

昭和 26 年１月頃から終期は記憶していないが、Ｃ事業所において、Ｄ業

務に従事した。 

また、申立期間①のうち昭和 27 年６月頃から同年 10 月頃までの期間は、

Ｅ事業所において、Ｆ業務に従事した。 

さらに、申立期間①のうち昭和 27年 11月頃から 28年１月頃までの期間

は、Ｇ事業に従事した。事務所はＨ地区にあったと思う。 

申立期間②については、Ｉ事業所Ｊ事務所において、Ｋ事業に従事した。 

申立期間③については、Ｌ社（現在は、Ｍ社）のＮ事業所において、Ｏ

業務に従事した。 

申立期間④については、Ｉ事業所Ｊ事務所において、Ｐ事業に従事した。 

申立期間⑤については、Ｉ事業所Ｑ事務所に異動したが、２か月ぐらい

で退職し、失業給付を受給したことを記憶している。 

申立期間⑥については、Ｒ社（現在は、Ｓ社）Ｔ支店に勤務し、Ｕ業務

に従事した。昭和 32 年 12 月頃、勤務中に負傷し、労災事故と認定された

記憶があるが 35年２月頃まで勤務した。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  



第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社Ｃ事業所、Ｅ事業所及びＧ事業に

おける作業内容やＶ職の姓などについて具体的に供述している。 

しかしながら、Ｂ社は、当時の従業員名簿に申立人の姓名が確認できな

いと回答している。 

また、適用事業所名簿では、Ａ社Ｃ事業所及びＥ事業所は厚生年金保険

適用事業所として確認できない。 

なお、Ｂ社は、Ｅ事業所については、従業員名簿にその名称が記載され

ていないことから、設置されていたかどうか不明であると回答している。 

さらに、申立人が申立期間①のうちＧ事業に従事していた頃、事務所は

Ｈ地区にあったと供述していることについて、Ａ社Ｗ事業所に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被保険者記録が確認で

き、当該期間当時同事業所において給与計算事務を担当していたとする者

は、「当時、Ｈ地区の事務所はＷ事業所の管轄であり、同事業所に在籍し

ていた従業員全員の姓名を記憶している。また、給与計算事務を担当して

いたので給与からの厚生年金保険料の控除状況についても記憶しているが、

申立人については記憶が無い。さらに、申立人が挙げているＶ職という職

種はＡ社では従業員として取り扱われていなかったと記憶しているので、

申立人はＸ職であるとしていることからみると、申立人は同社の従業員と

して取り扱われていなかったのではないか。」と供述している。 

加えて、適用事業所名簿によると、申立期間①当時において申立人が勤

務していたとするＡ社の事業所等に係る厚生年金保険の適用事業所と考え

られるＡ社Ｙ支店、Ｗ事業所及びＺ事業所並びに当該３事業所の周辺に設

置されていた同社の複数の事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿を確認したが、申立人の厚生年金保険被保険者記録は見当たらない上、

申立人が挙げたＶ職についても姓のみのため該当者を特定することができ

ない。 

これらのことから、申立人がＡ社のＣ事業所、Ｅ事業所及びＧ事業の各

業務に従事していたことはうかがえるものの、同社の従業員として勤務し

ていたことは確認できない。 

このほか、申立人は、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持して

おらず、ほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

２ 申立期間②、④及び⑤について、申立人の作業内容についての供述とＩ

事業所の関連事業所であったａ社の回答内容が一致していることから、期

間の特定はできないものの、申立人がＩ事業所の事務所に勤務していたこ

  



とは推認できる。 

しかしながら、Ｉ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、当時の事業主にも連絡が取れないことから、ａ社に照会したが、

同社は、Ｉ事業所に関する資料については保管しておらず、当時の状況に

ついては不明である旨回答している。 

また、ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、申立人に

は、申立期間②直後の昭和 29 年５月１日から同年６月 21 日までの期間に

おける厚生年金保険の被保険者記録が確認できることから、このことにつ

いて同社に照会を行ったものの、同社は申立人に係る人事記録等の資料を

保管しておらず、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の適

用について確認できる供述や関連資料を得ることができない。 

さらに、前述の被保険者名簿により、申立人と同様に昭和 29 年５月１日

にａ社において厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認でき

る同僚 54 人のうち連絡先が確認できた４人に照会を行ったところ、２人か

ら回答が得られたが、そのうち１人は、Ｉ事業所に勤務していたが同事業

所に係る年金記録は無い旨回答し、もう１人はａ社に勤務していたが、Ｉ

事業所の現場の応援のため出向していた旨回答しているものの、両事業所

における厚生年金保険料の控除に係る具体的な供述は得られない。 

加えて、前述の被保険者名簿により、申立人と同様に昭和 29 年６月 21

日に厚生年金保険被保険者資格を喪失していることが確認できる同僚６人

については、申立期間②、④及び⑤の期間について、Ｉ事業所又はａ社の

厚生年金保険の被保険者記録が確認できず、連絡先も不明であることから、

申立人の当該期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認できる供述を得ることができない。 

また、申立人は、申立期間②、④及び⑤の期間における複数の同僚の姓

を挙げるとともに、申立期間⑤当時には申立人の実弟も勤務していたと供

述しているところ、これらの者は死亡又は連絡先が不明であることから、

申立人の当該期間に係る勤務の状況、厚生年金保険の加入状況及び給与か

らの厚生年金保険料の控除について供述を得ることができない。 

さらに、申立人は、申立期間②、④及び⑤に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を

所持しておらず、ほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

３ 申立期間③について、申立人は、Ｌ社のＮ事業所での作業内容について

具体的に供述していることから、当該作業に従事していたことがうかがえ

る。 

しかしながら、申立人は、複数の同僚の姓を挙げているものの、いずれ

  



の者についても、Ｌ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により当

該姓に該当する者が見当たらないことから、申立人の申立期間③における

勤務の状況等について供述を得ることができない上、Ｍ社に照会したもの

の、その回答からは申立人が当該期間当時にＬ社に勤務していたことはう

かがえない。 

また、申立人は、申立期間③に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておら

ず、ほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ 申立期間⑥について、申立人の作業内容についての具体的な供述とＲ社

Ｔ支店に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿により厚生年金保険の被

保険者記録が確認できる複数の同僚の供述が一致することから、期間の特

定はできないものの、申立人が同社同支店に勤務していたことは推認でき

る。 

  しかしながら、Ｓ社は申立人に係る人事記録等は保管しておらず、申立

人に係る雇用状況及び厚生年金保険に関する適用状況について不明である

と回答している。 

  また、前述の同僚うち一人は、申立人が従事していた作業内容であれば、

Ｒ社Ｔ支店の「本雇」ではなかった可能性が高く、「本雇」にならないと

同社同支店では厚生年金保険に加入させていなかったと思うと供述してい

る。 

さらに、申立人は、申立期間⑥に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、ほかに、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  

  

 

  ５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5031 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：  

          

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 23年７月 31日 

Ａ社の事業主が、申立期間を含む平成 23 年７月から 25 年７月までの間

に支払われた賞与に係る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届を年金

事務所に提出したが、申立期間の賞与については、年金額に反映されない

記録となっている。 

申立期間の賞与についても、ほかの期間の賞与と同様に厚生年金保険料

が控除されていたので、年金額の基礎となる標準賞与額として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間に係る標準賞与額の記録について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

あっせんの対象となる事案は、事業主が厚生年金保険被保険者の負担すべき

保険料を当該被保険者の賞与から控除していた事実があることが要件とされ

ている。 

しかしながら、事業主は、申立期間の賞与の額は 20 万円であると供述して

いるところ、申立人名義の金融機関の預金取引明細照会により、平成 23 年７

月 29 日に事業主が供述している賞与の額と同額の 20 万円の入金が確認でき

ることから、事業主により当該賞与から厚生年金保険料を控除されていたこ

とが推認できない。 

このほか、申立期間について、申立人が主張する標準賞与額に基づく厚生

年金保険料が事業主により賞与から控除されていたことを確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5032 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48年４月１日から 55年 11月１日まで 

私は、昭和 45 年８月 12 日からＡ事業所に勤務し、47 年３月末で一旦退

職した。それから約１年後に事業主に依頼され、申立期間について同事業

所のＢ職として再び勤務した。 

常勤のＢ職として勤務し、かつ、給与から厚生年金保険料が控除されて

いたにもかかわらず、申立期間について、厚生年金保険の被保険者記録が

確認できないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所に係る健康保険・厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）により申立期間における厚生年金保険の被保険者記録が確認

できる複数の同僚の供述から判断すると、期間の特定はできないものの、申

立人が同事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、ⅰ）被保険者名簿によると、申立人及び前述の複数の同僚

が一緒に勤務したとして姓名を挙げている同僚の中には、厚生年金保険の被

保険者記録が確認できない者が複数名いること、ⅱ）Ａ事業所については、

申立期間において、申立人が一緒に勤務したとする従業員数と厚生年金保険

被保険者数とは一致しないこと、ⅲ）前述の複数の同僚の中には、事業主か

ら社会保険への加入についての意向を聞かれたと供述している者も確認でき

ることから、事業主は、申立期間当時、必ずしも全ての従業員について厚生

年金保険に加入させていたとは限らない事情がうかがえる。 

また、被保険者名簿によると、Ａ事業所は、昭和 59 年２月 25 日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている上、当時の事業主とは連絡が取れな

いことから、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の加入状況及び給与から

  



の厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、被保険者名簿において、申立人に係る厚生年金保険の被保険者記

録は確認できず、健康保険の整理番号に欠番が無いことから、申立人の記録

が欠落したものとは考え難い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料の資料は無く、ほかに、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5033 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を事業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 55年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 16年７月 14日 

Ａ社に勤務していた申立期間において賞与が支給されていたにもかかわ

らず、当該期間に係る標準賞与額の記録が確認できない。同社に勤務して

いる友人に聞いたところ、賞与については全て振込みであり、厚生年金保

険料も控除されているとのことだったので、標準賞与額の記録を認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、平成 16 年７月はＡ社に勤務し、申立期間に係る賞与が支給され

ていたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、申立人は申立期間当時における同社のパート労働

者の夏期賞与支給対象基準に該当しなかったため賞与は支給していないと回

答している上、申立人名義の金融機関の預金取引明細照会からは、当該期間

に係る賞与が振り込まれた履歴は確認できない。 

このほか、申立期間において賞与が支給され、当該賞与に係る厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていた事実を確認できる賞与明細書等

の関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



九州（宮崎）厚生年金 事案 5034 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 30年５月１日から 43年８月 20日まで 

私は、申立期間において、Ａ社の業務を請け負っていたＢ市に所在する

Ｃ事業所（後の、Ｄ社）に勤務していたにもかかわらず、厚生年金保険の

被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録及び申立人が姓名を挙げた複数の同僚の供述から

判断すると、申立期間の一部の期間について、申立人がＤ社に勤務していた

ことがうかがえる。 

しかしながら、適用事業所名簿によると、Ｄ社が厚生年金保険の適用事業

所となったのは昭和 46 年７月１日であり、申立期間において適用事業所で

あったことが確認できない。 

また、申立期間当時の事業主及び申立人が姓名を挙げたＥ職も既に死亡し

ていることから、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の給

与からの控除について確認することができず、当該Ｅ職及び前述の複数の同

僚についても申立期間に係る厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

さらに、申立人は、申立事業所はＡ社の業務を請け負っていたと供述して

いることから同社に照会したものの、同社は当時の社員台帳に申立人の姓名

は見当たらず、申立人が申立期間において勤務していたかどうかは不明と回

答している。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申

立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺

事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



加えて、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人に係る厚生年

金保険の被保険者記録は確認できず、整理番号に欠番が無いことから、申立

人の記録が欠落したとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



九州（宮崎）厚生年金 事案 5035 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52 年４月頃から 54 年４月頃まで 

    私は、Ａ社に勤務していたにもかかわらず、申立期間に係る厚生年金保

険の被保険者記録が確認できない。 

    申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録から、申立人は申立期間の一部の期間について、

Ａ社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、申立人は、「Ｂ職の下でＣ職として勤務していた。」と供

述しているところ、Ａ社の元事業主は、「当時の賃金台帳等の資料は残って

いないものの、Ａ社には 10 人ぐらいの正社員がおり、全員を厚生年金保険に

加入させていた。しかし、Ｂ職及びＣ職は正社員としてではなく請負業務者

として取り扱っており、厚生年金保険の加入取扱対象外だった。厚生年金保

険の加入取扱対象外の者から、厚生年金保険料を給与から控除することは無

かった。」と供述している。 

また、申立人は、「申立期間当時、会社には数人のＢ職の下にＣ職が 50 人

ぐらいいたのではないか。」と供述しているところ、Ａ社に係る厚生年金保

険被保険者名簿によると、申立期間当時の厚生年金保険被保険者数は、11 人

から 15 人までの間で推移していることからみても、同社は、申立期間当時、

正社員のみを厚生年金保険に加入させていた事情がうかがえる。 

さらに、申立人が姓（名）を挙げた申立期間当時のＢ職は、申立人の当該

期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除について、記憶が曖昧である旨

供述している上、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿において、当該Ｂ職

の厚生年金保険の被保険者記録は確認できない。 

  



九州（福岡）厚生年金 事案 5036 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

             

    

    

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年５月頃から 50年 11月頃までのうち１年間 

私は、申立期間においてＡ社で臨時職員として勤務していたにもかかわ

らず、厚生年金保険の被保険者記録が確認できない。 

申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申立期間において厚生年金

保険の被保険者記録が確認できる複数の同僚の供述から判断すると、勤務期

間の特定はできないものの申立人が同社に勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、Ａ社は、賃金台帳等の資料及び申立期間当時の臨時雇、ア

ルバイト等であり、正社員ではなかった従業員の名簿を保管しておらず、保

管している「厚生年金失業保険被保険者索引簿」においても、申立人の姓名

は記載されていない旨回答しており、申立人の申立期間における勤務実態及

び厚生年金保険料の給与からの控除について確認できる関連資料等を得るこ

とができない。 

また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人に係る厚生年金

保険の被保険者記録は確認できず、整理番号に欠番が無いことから、申立人

の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに、申

立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料

及び周辺事情は見当たらない。  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  




